
三重県工業用水道の耐震診断・対策・対応状況について 

 

 

三重県企業庁工業用水道事業課 

１．はじめに 

 

本県の工業用水道事業は，北伊勢臨海部の石油化学

を中心とする工業の発展に伴う水需要増大への対応や,

地盤沈下に対する地下水代替用水を供給するため，昭

和 31年に四日市工業用水道の給水を開始して以来，給

水能力及び区域の拡充等を重ね，現在は，北伊勢工業

用水道，松阪工業用水道，中伊勢工業用水道，多度工

業用水道の４つの事業を展開し，全体で最大給水能力

911,500 ㎥/日を有し、県内の 92 社 105 工場に良質な

工業用水道を供給することで、産業の発展、県土の保

全に寄与している。（図－１参照） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

工業用水道の導水管・配水管の延長は 350.0 kmに及

び、これら管路については建設後 30年から 50年以上 

 

 

 

経過している。これまで主に耐震性が高いと考えられ

る鋼管やダクタイル鋳鉄管により主要幹線の更新を行

ってきたが、老朽劣化などにより漏水が危惧されるコ

ンクリート管や鋳鉄管も残っている。 

また、水管橋、浄水場など主要施設については耐震

診断を行なった結果、大規模地震に対する耐震性が低

いとされた施設が存在する。 

 

２．施設耐震化の基本的考え方 

 

2.1 防災管理計画について 

三重県企業庁では県の地域防災計画を基に三重県企

業庁防災危機管理推進計画を定め、工業用水道事業に

関わる耐震計画についてもこの中で定めている。 

基本的な施設耐震化の考え方は次ぎのとおりである。

（図－２参照） 

① 応急復旧期間 

応急復旧期間の目標設定であるが、被災後６週間以

内としている。これは、一般に被災後の工場の操業は、

被災した水道、道路等の社会基盤が復旧してから開始

されると考えられることによる。 

② 優先順位 

耐震補強に係る優先順位の考え方であるが、主要施

設において被災した場合、人命や社会的に重大な被害

を及ぼすと思われる浄水場、取水所等、主要施設の耐

震化を実施している。 

③ 配水管の保管機能 

配水管の複線化及び補強として、地震災害による二

次災害の影響を低減化するために配水管の複線化、連

絡施設の設置及び管路の補強を行っている。 

④ 津波対策 

津波対策については、津波浸水予測調査結果を基に

当庁施設の浸水箇所の把握を行うとともに、津波浸水 
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区域内の主要な施設について、必要な津波対策（減災

対策）の検討を行っていく。 

 

 

 

３．耐震設計の基本方針について 

 

3.1設計指針について 

工業用水道施設の設計は基本的に（社）日本工業用

水協会の「工業用水道施設設計指針・解説」に基づき

実施している。耐震設計については、（社）日本水道協

会の「水道施設耐震工法指針・解説」に準拠すること

としているため、「水道施設耐震工法指針・解説」に基

づき行なうこととなる。 

また、平成 25年 3月には経済産業省より「工業用水

道施設 更新・耐震・アセットマネジメント指針」が

策定されたが、耐震対策においては「水道施設耐震工

法指針・解説」を踏襲しているため、基本的な考え方

に変更はない。（図－３参照） 

 

 

 

3.2工業用水道施設の耐震に関する考え方 

当庁の工業用水道施設の耐震に関する考え方として、

取水施設から基幹管路まで重要な施設であるため、ラ

ンクＡ１と位置付けている。 

これにより最大規模の地震（レベル２地震動）が発

生した場合でも損傷が軽微であって、修復が容易なも

のにとどまり、施設の機能の保持が可能となるように

対策を行なっている。（図－４参照） 

 

 

４．耐震診断の実施について 

  

診断に当たってまず一次診断を行い、その結果と重

用度によって優先順位をつけて二次診断及び耐震設計

を実施している。 

一次診断を行う際の最大震度としては海洋型の南海

トラフ地震の場合、三重県全域では震度 6 弱～7 を想

定し、内陸直下型地震では北勢地域においては震度６

弱から震度７、中勢地域において震度５強から震度６

強を想定している。（図－５参照） 

 

 

図－４ 三重県企業庁の施設管理の概要 

図－２ 施設耐震化の基本的考え方 

図－３ 耐震設計の基本方針 

図－５ 耐震診断 



５．施設の耐震化について 

 

5.1建築物の耐震化 

建築物の耐震診断についてだが、診断基準について

は、「既存鉄筋コンクリート造建築物の耐震診断基準」

により実施している。判断としては、構造耐震指標 IS

値が 0.75以上かつ累積強度指標×形状指標が 0.45以

上のものを適合とした。現在有人施設など重要な建築

物の耐震化工事は終了している。（図－６参照） 

 

 

主要建築物の耐震化については、耐震診断により耐

震補強が必要とされた耐震工事を順次行なっており、

残り１施設について平成 28 年度に実施する予定であ

る。（図－７参照） 

 

 

5.2土木構造物の耐震化 

土木構造物の一次診断については厚生省から出され

ている「地震対策に関する調査報告書」に基づき行な

った。判断基準として、海洋型と内陸直下型の地震が

想定されることから、北勢地域における一次診断基準

を震度 5、6で「高」かつ震度 7で「中」以上とし、中

勢地域における一次診断基準を震度５で「高」かつ震

度 6 で「中」以上として満足しないものについては優

先的に二次診断及び耐震設計を実施することとなった。 

（図－８参照） 

今後の耐震化方針として、取水所・浄水場等の主要施

設については、耐震診断により耐震補強が必要とされ

た 11 施設について耐震補強を実施して行くこととな

っており、平成 27年度末時点で 7施設が完了予定であ

る。（図－９参照） 

 

 

 

 

5.3水管橋の耐震化 

水管橋の一次診断の基準については、厚生省の「地

震対策に関する調査報告書」に基づき行なった。判断

としては、個々の施設について震度 5、6、7 に対する

評価点を算出し、各水管橋の耐震性を判断している。 

一次診断の結果、49 橋のうち 47 橋が耐震補強の必

要があると判断することとなった。（図－１０参照） 

図－７ 建築物の耐震化計画 

図－６ 建築物の耐震診断 
図－８ 土木構造物の耐震診断 

図－９ 土木構造物の耐震化計画 



 

 

 水管橋の耐震化方針として、74 橋のうち 36 橋は小

規模で比較的復旧が容易又は別ルートで配水可能であ

り、4 橋については設置年度が新しく耐震基準を満足

しているため、残り 34橋について耐震化の対象として

いる。 

計画では平成27年度末で27橋完了予定としており、

残る 4橋については、平成 28年度以降計画的に実施す

る予定である。（図－１１参照） 

 

 

5.4導・配水管路の耐震化 

H27 年 4 月 1 日現在、当庁の工業用水道の管路延長

は 350.0 kmである。管種は、鋼管、ダクタイル鋳鉄管、

コンクリート管及び鋳鉄管である。 

耐震化の考え方として鋼管やダクタイル鋳鉄管は埋

設地盤の状況によるが、一般的に震度５～６程度の耐

震性を有している。コンクリート管や鋳鉄管は老朽化

及び不等沈下による継ぎ手部分からの漏水事故を未然

に防止する必要がある。そういった理由からコンクリ

ート管 74.9kmについて更生工事を順次行っており、現

在約 65.9 km完了している。（図－１２参照） 

 

 

 

図－１３は事業別の耐震管及び耐震適合管の延長を

表したものである。厚生労働省が取りまとめた「管路

の耐震化に関する検討会報告書において、良い地盤条

件におけるＫ形継手等を有するダクタイル鋳鉄管は、

耐震性のある管として評価できるとの報告がなされて

いる。表に記載の耐震適合管延長はダクタイル鋳鉄管

（Ｋ形継手）の延長に対して各事業毎の延長に対する

非液状化率を乗じて算出を行った。また、耐震管につ

いては鋼管、ダクタイル鋳鉄管の離脱防止継手を対象

としており延長を積み上げたものである。 

現時点での耐震適合管の割合は 60％程度であり、今

後残りの 40％について対策を行なっていく必要がある。 

 

 

液状化区間の対応については、「三重県地域防災計画

被害想定調査報告書」における南海トラフ地震発生時

の液状化の危険度が高いと想定される区域の管路延長

と、「水道の耐震化計画等策定指針の解説」における管

路の被害率設定値から被害件数を想定し、東日本大震

災の被害等も考慮して、管弁類等の応急復旧用資材の

備蓄計画を策定している。 

図－１１ 土木構造物の耐震化計画 

図－１０ 水管橋の耐震診断 

図－１２ 導・配水管路の耐震化の考え方 

図－１３ 導・配水管路の耐震化計画 

 



5.5機械・電気・計装設備の耐震化 

機械・電気・計装設備についてだが、基準について

は個々の設備は「配電盤・制御盤の耐震設計指針」や

「工業用水道施設設計指針・解説」に基づき製作され

ている。 

判断基準としては大規模地震によって、それ自体が

破壊されることは想定し難く、設備類が地震によって

機能を失うケースとしては建物自体の破壊による場合

や、ケーブルの切断等による停電の発生や通信障害等

が主となる。構造チェック及び設備の外観、据付け状

況のチェックを主体に確認した結果、現状において特

に問題は無いと判断している。 

 

 

６．現在行なっている耐震工事について 

現在耐震補強を行なっている沢地浄水場だが、沈澱

地、配水池を主に耐震補強工事行い、今年度完成予定

となっている。沢地浄水場の耐震補強工事に関しては、

配水運用の制約から全 2 系統のうち、1 系統ごとの施

工を行っており、沈澱地の施工については処理能力の

確保、経済性を考慮し一旦取り壊しを行い、同じ場所

に新設沈澱池を建設することとなった。 

 

 

 

 
 

７．おわり 

耐震補強工事に関しては、多額の改良工事費が必要

となるため、減価償却費がかさみ料金算定にも影響が

出る。三重県においては建設当時の減価償却が完了し

つつある中で、耐震補強による減価償却が新たに発生

して行くこととなるため、両者のバランスを考え耐震

化計画を進めて行く予定であり、当分の間料金は据え

置く方針である。また、工水ユーザに対して、毎年開

かれる連絡会議の場にて耐震化計画について説明を行

なっている。 

今後、発生確率が高いとされる南海トラフ地震等の

巨大地震に対し、耐震対策を計画的に進めるとともに、

老朽劣化対策等の計画的な施設改良を行い安定供給の

強化が図られるように事業の推進に努めて行きたいと

考えるところである。 

 

 

図－１４ 機械・電気・計装設備の耐震化 

 

図－１５ 沢地浄水場耐震補強工事 

 

図－１６ 沢地浄水場耐震計画平面図 

 

図－１７ 沢地浄水場耐震補強工事 


